
将来推計人口（平成18年12月）の概要   
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合計特殊出生率の推移と将来人口推計（平壌18年推計）における仮定値  

：中位推計  

l  

l  

l l平成18年  

l低位推計  
l  

十一卜一■  
一  

l  

l  

l  

一 ■－ ■■  

中位推計の最低値  
1．06  2013年  1．213  

l ＿＿＿▲  

l  

■－ － －－ ■■■－ ■－  

l＿．＿＿＿J  

平成37年  

（2025）  

平成2年  

（19gO）  

平成60年  

（1985）  2   



3   資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」  



人口ピラミッドの変化（2005，2030，  2055）一平成18年中位推計－  
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4   注：2005年は国勢調査結果（年齢不詳按分人口）。  



（参考）労働力人口の将来見通し（平成14年将来推計人口による）   
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注＝、労働力人口は職業安定局推計（2005．7）。ただし、2030年以降の労働力人口は2030年の年齢階級別労働力率が変わらないと仮定し、平鹿14年将来推計人口   
〔中イ立推計）に基づき、社会保障参事官室にお，いて推計。  5   



二三－  

人口構造の変化に関する特別部会「議論の整理」（平成19年1月26日）  

のポイントについて   



人口構造の変化に関する特別部会「議論の整理」（平成19年1月26日）のポイント   



結婚・育児と仕事との両立の必要性  

○ これまでの女性の労働力率の上昇は、主に未婚率の上昇の影響  
← 仕事と子育ての両立が困難で、就労継続と結婚一子育てが、いわば二者択一  

○ この構造を残したままでは、結婚や出生に対する国民の希望の実現と、今後の安定的な社会経済の発展の基   
盤となる労働力の確保とを同時に図ることはできない  

○ 有配偶の女性が希望するように就労を継続できる環境の整備が必要  

→結婚や出生に対する国民の希望を実現しつつ、2030年の前後を通じて持続的な経済発展に必要  
な労働力も確保される  

0 女性の未婚者と有配偶者の労働力率の大きな差をもたらしている仕事と子育ての両立が困難な現在の   

構造 ＝「就業したいという希望」と「子供を産み育てたいという希望」の二者択一を迫られる構造  

－『工＝＝エr  

O 女性が安心して結婚出産し、男女ともに仕事も家庭も大事にしながら働き続ける選択ができるシステム  
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結婚や出生行動に影響を及ぼしていると示唆される要素の整理①  

（各種調査・研究結果から示唆されるものを可能な限り整理）  

《結婚》 ← 経済的基盤、雇用・キャリアの将来の見通し・安定性  

○ 経済的基盤   

・収入が低く雇用が不安定な男性  

→ 未婚率  

〔調査・研究結果〕  

・男性では、年収が高いほど有配偶率が高い。  
－ 男性では、正社員に比べて非典型雇用の場合、有配偶率が低い。  
一 男性未婚者では、正規雇用者に比べてパートアルバイトの結婚  
意欲が低い。  

・男女雇用機会均等法施行以降に就職した世代の女性では、最初  
に勤務した勤務先での雇用形態が正規雇用と非正規雇用者の場  

合で匹較すると、非正規雇用の未婚割合が高い。また、利用可能  
な育児休業制度の有無で比較すると、利用可能な育児休業制度が  
なかった層で未婚割合が高い。  

・1歳児入園待機者の多い自治体ほど女性の結婚確率が低い。  

○ 出産後の継続就業の見通し   

・非正規雇用の女性  

・育休が利用できない職場の女性  

・保育所待機児童が多い地域の女性  
→ 未婚率 高  

《出産（第1子～）》← 子育てしながら就業継続できる見通し、仕事と家庭の調和  

○ 出産後の継続就業の見通し   

■ 育休利用可能→ 出産確率  
〔調査・研究結果〕  

・育児休業が利用可能、取得しやすい雰囲気の職場の女性の方が、  
育児休業が利用できない職場の女性より出産する割合が高い。  

・雇用機会均等法施行以降に就職した世代で、育児休業が利用可  
能な職場に勤めていた女性は、それ以前に就職した人とほぼ同程  
度に出産を経験している。  

・勤務先に育児休業制度がある場合、少なくとも子どもを一人産む  
確率がその他の場合より高く、無職の女性より出産確率が高くなる。  

一 男性が長時間労働していた家庭では、労働時間の増えた家庭よ  
りも減った家庭の方が子どもが生まれた割合が高い。  

■ 女性の勤務が長時間労働の場合は、第1子を産むタイミングが遅  
れ、出産確率も低下する。   

○ 仕事と家庭生活との調和  

・長時間労働 → 出産確率  

※ 働き方＋家事・育児の分担＋保育所利用   

→ 相互に組み合わされることで  

継続就業効果 高  



ぼしていると示唆される要素の整理②  結婚や出生行動に影響を及   

《出産（特に第2子～）》← 夫婦間の家事■育児の分担  

○ 男性の家事一育児分担  

・男性の分担度が高い → 女性の出産意欲高  
女性の継続就業割合 高  

【調査・研究結果〕  

・子どものいる世帯で、書から見て夫が  
家事・育児を分担していないと回答した  

世帯では、分担していると回答した世帯  
に比べ、妻の子どもを持つ意欲が弱まる。  

・夫の育児遂行率が高い夫婦の方が、追  
加予定子ども数が多い。  

※ 夫の労働時間が長い → 家事一育児分担少  

《出産（特に第2子～）》 ← 育児不安  

○ 育児不安  

・育児不安の程度が高い  → 出産意欲 減  
〔調査・研究結果〕  

・子どもが1人いる母親の場合、育児不安  
の程度が高まると、追加予定子ども数が  
減少する。  

（子どもが2人の場合も概ね同様の傾向）  

※ 家庭内t地域からのサポート  

・配偶者の育児分担への満足度が高い  
1保育所・幼稚園からのサポートが高い  

→  育児不安 低  

《出産（特に第3子～）》←教育費の負担感  

○ 教育費の負担感  
→ 3人目以降から割合が高い  

〔調査・研究結果〕  

・予定子ども数以上の子どもを持たない理由として教  

育費負担感をあげる者の割合を予定子ども数別に見  

ると、予定子ども数を2人とする者のところからその割  
合が高まる。  

（1970年代以降の生まれでは、予定子ども数が0人・1人  
とする者についても割合が高くなっている。）   

※ 後に生まれた世代ほど負担感が高い  

・19了0年代生まれ以降  

→1人目・2人目でも負担感が高い  



当面焦点を当てて取り組むべき施策分野  

速やかに取り組むべき施策分野  

○若者の経済的基盤の確立、継続就業環境整備、家事・育児の分担、保育環境の整備等、「働き方」、「家族・地   
域」の分野における効果的な施策の具体的な整理・検討が、特に重要  

○ 今後の施策や子育て環境の変化等により、国民の希望水準自体も上下  

→希望水準が低下して一層の少子化を招くという悪循環に陥らないため、希望ができるだけ実現す  
るよう、早急かつ抜本的な対応が必要  
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